
公益財団法人高知県国際交流協会役員報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条  この規定は、公益財団法人高知県国際交流協会定款第２６条の規定に

基づき、役員報酬等について定めることを目的とする。 

 

（報酬等を支給する役員） 

第２条  報酬等を支給することができる役員は次のとおりとする。 

（１） 常勤の理事（職員の給与に関する条例（昭和２９年高知県条例３４号） 

及び職員の退職手当に関する条例（昭和２８年高知県条例第５９条）の適用 

を受ける者を除く。） 

（２） 税理士等の専門知識を有する監事 

 

（報酬等の額） 

第３条 常勤の理事については、月額３４７，０００円及び期末手当（６月期 

１．４０か月分、１２月期１．５５か月分）を支給することができる。 

２ 税理士等の専門知識を有する監事については、年額２５０，０００円を支 

給することができる。 

 

（報酬の額の日割計算）  

第３条の２ 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。  

２ 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、その日までの報酬を支給する。  

３ 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報 

酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた

日数を基礎として日割りによって計算する。  

４ 第２項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡により退任した場合は、その 

月までの報酬を支給する。 

 

（報酬等の支給時期及び支給方法） 

第４条 常勤の理事については、公益財団法人高知県国際交流協会給与規程に基 

づき支給する。 

２ 税理士等の専門知識を有する監事については、毎年度６月末日までに支給 

する。 

 

附 則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 



及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す 

る法第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年７月１日から施行し、改正後の第３条の規定は、同

年４月１日から適用する。 

 改正後の第３条の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支

給された常勤の理事に対する報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。 

 


